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松岡ゼミ・山本ゼミ対抗ディベート

2008年7月9日

１．ケース

1996年1月、Ａが死亡し、Ａの甥Ｂ（Ａの唯一の身内であると考えられ、Ａの事業を手助けしていた）が本件

甲土地と乙土地を相続し、それぞれにつき相続登記を備えた。

1997年5月、Ｂは建物所有目的で甲土地を賃料月額100万円でＹに賃貸した。Ｙは、同年6月に、甲土地上にバ

ラック造りの簡素な本件丙建物を建設したが、税金対策などの事情があって、丙建物につき、無断で妻Ｚの名義

で保存登記をした。その後、甲土地の賃料は、ＹがＢに対して、2007年8月まで遅滞なく支払ってきている。甲

土地から公道に至る道は狭く傾斜が急であったため、1997年5月の賃貸借契約締結時に、Ｙは、甲土地に隣接す

る乙土地に、設定料30万円で幅員2mの通行地役権を設定する契約をＢと結び、丙建物の工事前に自ら舗装をし

て通路を開設し、以後継続して使用してきた。しかし、通行地役権の登記は行われなかった。

2006年3月、訴外Ｃ＝Ｄ夫婦の嫡出子として届けられていたＥが、実はＡの嫡出子であったとして、甲・乙両

土地の所有権は自分が相続したものであると主張し、Ｂに対して、甲・乙両土地の相続登記の抹消に代えて移転

登記を求める別訴を提起した。この訴訟は、2007年8月にＥの勝訴が確定し、甲・乙両土地は、Ｅの名義となっ

た。

2007年9月、Ｅは、Ｙに対して、丙建物の収去、甲土地の明渡し及び乙土地の通行の禁止を求めた。これに対

して、Ｙが甲土地の賃借権及び乙土地の通行地役権を主張し、Ｅが賃料の受け取りを拒絶したため、Ｙは、以後、

賃料を供託している。

2008年4月、Ｅは、乙土地出入り口付近に板塀を建てて、Ｙによる乙土地の通行を実力で阻止したうえ、甲・

乙両土地を、この一帯の再開発を計画していた業者Ｘに売却し、Ｘが移転登記を備えた。その際、Ｅは、Ｘに対

して、「Ｙは長年甲土地を不法に占拠している者で自分としては困っている」と説明した。Ｘは、独自に権利関

係を調査したが、①甲・乙両土地の所有権についてＥに登記名義があること、②甲土地は袋地ではなく公道に通

じる道が存在すること、③ＸをＥ側の人間と勘違いしたＹがけんもほろろの対応をしたので、Ｙからは何も情報

を得ることができなかったこと、④丙建物がＹではなくＺ名義で登記されていること、⑤Ｙと別居しているＺが

「Ｙの賃借権については知らない。丙建物を自分の名義で登記した覚えはない」旨回答したこと等から、トラブ

ル含みの物件として、相場価格より3割ほど安く買い受けたのであった。

その後、2008年5月に、Ｘが、Ｙに対して、丙建物の収去、甲土地の明渡し及び乙土地の通行の禁止を求めた

のに対して、Ｙは、甲土地の賃借権及び乙土地の通行地役権を主張して、Ｘの請求を拒絶した。
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